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平成30年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

平成30年12月４日（火） 

      

（午後１時00分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番10、18番 土井君。 

〔18番（土井裕美子君）登壇〕 

○18番（土井裕美子君）お昼の１番でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆さん、最近、本を読まれましたでしょう

か。雑誌ではなく読書のほうでございますが。

私は恥ずかしながら、ちょっとこの１カ月大

分忙しくて、この１カ月で１冊も本を読めな

かったなというふうに反省しております。こ

の１週間なんかは１回も本を開いていない状

態でございまして、やっぱり読書しないとだ

めだなという反省でございますけれども。 

 ある調査によりますと、20代、30代のビジ

ネスマンは１カ月平均約0.26冊の本を読むと

いうことでございます。30代では、年収3,000

万円の人は平均9.88冊の本を読むというよう

な記事が出ておりました。何とその差は38倍。

アメリカの調査によりましても、ビル・ゲイ

ツなどの大富豪は１日30分以上の読書をする

と。その中でもやっぱり経営者とか、それか

らクリエイティブな人たちは本を読んでいな

い人はいない。良い本を大量に読んでいると

いうような調査結果が出ておりました。 

 また、読書はＩＱを上げるとも言われてい

ます。私もこの年になって、今から平均１週

間で9.88冊を読んだところで年収が3,000万

以上になるとか、ＩＱが上がるとは思ってお

りませんけれども、やはり読書は人の思考回

路というか、ためになるんだなというふうに

は考えております。 

 ちなみに、今の日本の大学生の53％が１日

の読書時間がゼロというような新聞発表もご

ざいました。原因は忙しさがあるということ

でございますが、また原因はスマホを使うか

らではないかなというような記事もありまし

たけれども、原因はスマホではなく、研究者

によりますと、高校生までの読書習慣による

ものだというような報告もございました。 

 ちなみに、先進30カ国の読書時間の順位が

書いてございましたが、何と日本は下から２

番目でございました。１位はインドというこ

とでございました。本当に日本人の活字離れ、

読書離れというのが進んでいる中、今回は図

書関係の質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、議長のお許しをいただきました

ので、一般質問を始めさせていただきます。 

 文部科学省は2020年から実施予定の新学習

指導要領で、受け身の学習ではなく、主体的・

対話的で深い学び、いわゆるアクティブラー

ニングというふうに言われる授業改善を重視

するとしております。このアクティブラーニ

ングとは、学習者が主体となって能動的に学

習活動を行う学習方法で、学習者の主体的な

学びの姿勢を引き出すことを目的としており

ます。また、主体的とは、明確な目的に対し

て自らの意思や判断によって学習することと

いうもので、学んだ知識を応用することので

きる力が必要となってまいります。そこで、

その力をつけるためにも、今後はさらに学校

図書館の果たす役割というのは重要になって

きておるように考えます。 

 そこで、今回ですけれども、学校図書館と

公共図書館の充実についてを質問させていた

だきます。 

 学校図書館の充実は、子どもたちの生きる
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力や学力向上に欠かせないものであります。

また、公立図書館は知の拠点とも言われ、そ

のまちの文化活動のバロメーターであるとも

言われております。本市においては合併以来、

学校図書館や公共図書館において少しずつで

はありますが改善していただいております。

しかし、まだまだ十分とは言えません。学校

図書館と公共図書館のさらなる充実を願い、

何点か質問をさせていただきます。 

 小項目の１は、学校図書館の①でございま

す。学校図書ボランティアの現状と情報交換

会の開催状況について。 

 ②学校図書館司書の配置状況と予算措置に

ついて。 

 ③学校現場における図書館司書の位置づけ

と連携について。 

 ④学校図書館司書の有用性とその効果につ

いての教育委員会の見解をお答えください。 

 ⑤は、今後の学校図書館司書増員計画につ

いて。 

 ⑥は、子ども読書活動推進会議の開催にっ

ついて。 

 小項目の２、公共図書館の質問でございま

す。 

 ①公共図書館における正規職員の配置につ

いて。 

 ②図書館協議会委員の任命について。 

 ③協議会の議事録公開について。 

 以上、檀上よりの質問を終わりますので、

明快なるご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君の質問、

学校図書館と図書館の充実に対する答弁を求

めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）学校図書館と図書館

の充実についてお答えします。 

 はじめに、学校図書館についての学校図書

ボランティアの現状と情報交換会の開催状況

ですが、学校図書ボランティアは本の分類・

整理、貸し出しや返却の手伝い、子どもたち

が本を手にとりやすい読書環境の整備、読み

聞かせなどをしていただいています。 

 ボランティアの方は読書活動にかかわりの

あるサークルや団体、また地域の方などさま

ざまな方がかかわってくれています。子ども

たちにとっては、教員や保護者とは違う大人

と接する機会や交流の場となっています。 

 また、ボランティアの方にとっても子ども

たちとかかわりを持つことの楽しみややりが

いを感じ、支援を継続してくださっている方

が多くいらっしゃいます。 

 そうした学校図書ボランティア同士の情報

交換や意見交換を目的として、平成28年度は

２回、平成29年度は１回、情報交換会を開催

しています。地域も一体となって子どもの自

主的な読書活動の推進ができるよう、今後も

支援してくださる方への情報提供や意見交換

の機会をつくっていきたいと考えています。 

 次に、二点目の学校図書館司書の配置状況

と予算措置についてお答えします。 

 現在、市内小・中学校20校に対し、学校司

書を３名配置しており、１名が６から７校を

担当し、各学校への訪問日数は、小学校では

月２から３日、中学校では１から２日程度と

なっています。予算措置については、市全体

の財政状況に鑑み、３名維持の計画で予算要

求をしています。 

 次に、三点目の学校現場における学校司書

の位置づけですが、学校図書館法には「学校

図書館の運営の改善・向上を図り、児童・生

徒及び教員の学校図書館の利用を促進するた

め学校司書を置くように努めなければならな

い」となっています。同法では、特に資格要

件は求められていませんが、教育委員会とし

て、平成28年度からは図書館司書資格を有す



－110－ 

る者を採用し配置しています。 

 学校には、年度当初の学校長会議で各校に、

学校司書として派遣する旨を伝え、教職員へ

の周知を図っているところです。また、平成

28年度からは年１回、橋本市学校図書館担当

職員研修会を実施し、各校の司書教諭及び図

書館担当職員と学校司書が研修する場を設け

ています。その中でも、学校で学校司書を有

意義に活用していただけるよう、また、学校

を訪問した日は、それぞれの学校の職員とい

う位置づけで対応をお願いしています。 

 学校での具体的な業務は、図書ソフトの管

理、貸し出しや返却等の業務、読書活動の推

進、授業と関連した学校図書館活用の推進、

読書環境の整備充実、教職員・ボランティア

との連携・協働などですが、限られた訪問日

の中でこれらの業務を全て消化するのは困難

な状況で、各学校の図書館担当職員と連携を

とりながら役割分担を行い対応しています。 

 次に、四点目の学校図書館司書の有用性と

その効果についてお答えします。 

 学校司書が各校に入ることにより、図書ボ

ランティアさん方との相乗効果もあり、掲示

物、図書の配置等、図書館環境が大きく変わ

り、児童生徒が利用しやすいものへと劇的に

変わりました。しかし、この大きな変化の後

の環境整備等の取り組みや学校図書館開館状

況等は各校によってさまざまな状況です。 

 各校が学校図書館をどう位置づけているか、

読書活動にどれだけ意識を持って取り組んで

いるかという部分が重要で、教育委員会から

各校への働きかけもより一層必要であると考

えます。 

 また、子どもの学力の定着を図る土台づく

りの一つが読書活動であり、その意味でも学

校司書の役割は重要であると考えています。 

 次に、五点目の今後の学校司書の増員計画

ですが、さきにお答えしたとおり、平成29年

度からはさまざまな事情の中で増員計画はし

ていませんが、学校司書の数が十分であると

考えているわけではありません。財政状況を

見ながら配置を考えてまいります。 

 次に、六点目、子ども読書活動推進会議の

開催についてお答えします。 

 本市では、子どもの健やかな成長を願い、

日常生活に読書を楽しむ習慣を根づかせるた

め、第１次及び第２次橋本市子ども読書活動

推進計画を策定し、家庭・学校・地域それぞ

れの立場から子どもの読書活動を推進するた

めの取り組みを行っています。 

 この推進計画を積極的に推進するために、

橋本市子ども読書活動推進会議を設置してい

ます。委員は、子どもの読書活動に関する知

識・経験を有する橋本市民４名、子どもの読

書活動にかかわりの深い行政職員及び学校関

係者11名から構成されており、目標の達成に

向けて三者が連携し系統的・計画的な取り組

みを実施するため、年度内に２回会議を開催

しています。 

 続いて、公共図書館についての一点目、公

共図書館における正規職員の配置についてお

答えします。 

 現在、図書館では司書資格を有する３名を

含む嘱託職員４名、司書資格を有する２名を

含む臨時職員５名となっており、正規職員の

配置はありませんが、外部研修への参加や他

市図書館視察など職員の資質能力向上に努め

ています。 

 次に、二点目の図書館協議会委員の任命に

ついてお答えします。 

 図書館法第14条第１項に、「公立図書館に図

書館協議会を置くことができる」とあり、同

第２項に、「図書館協議会は、図書館の運営に

関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の

行う図書館奉仕につき、館長に意見を述べる

機関とする」と規定されています。 
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 本市では、この規定に基づき橋本市図書館

協議会を設置しています。橋本市図書館協議

会の委員は10人以内で任期は２年、学校教育

及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資

する活動を行う者並びに学識経験のある者の

中から教育委員会が委嘱しています。現在、

学校教育及び社会教育の関係者５名、家庭教

育の向上に資する活動を行う者１名、学識経

験者３名、公募枠１名の10名となっています。 

 最後に三点目の協議会の議事録公開につい

ては、橋本市ホームページ内、図書館ホーム

ページに、図書館協議会議事録として公開す

る予定です。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）私もこの図書館関係

の質問は、私が議員になりましてから５回目

でございます。６回目ですか。平成19年、21

年、22年、23年、24年、24年から少し時間が

あきましたので、今回質問をさせていただく

ことにしました。 

 質問をするたびに、毎回良いお答えをいた

だきまして、本当に少しずつではありますが、

本市の学校図書館、公共図書館も含めて改善

されていっております。その点に関しまして

は、心からお礼を申し上げたいと思います。

本当にありがとうございます。 

 24年から少しあきましたので、今回、質問

をさせていただいて、この質問をきっかけに

また大きく橋本市の学校図書館、公共図書館

がよりよくなればいいのになというふうに考

えてございますので、よろしくお願いをいた

します。 

 まず、①でございますが、学校図書館ボラ

ンティアの現状、小学校20校、中学校５校で、

今現在、ボランティアが入っていらっしゃら

ないところは、小学校で１校、中学校では２

校が入っていませんというご報告をいただき

ましたが、私の知る限りにおいては、入って

いない中学校の２校のうち１校は、同じ小学

校でボランティアをされている方とか、共育

コミュニティにかかわっていらっしゃる方が

数日入っていらっしゃるように認識をしてお

りますので、正確には、中学校は１校だけが

入っていないというふうなことになるのでは

ないかなというふうに思います。 

 図書ボランティアの情報交換会の開催につ

きましては、平成28年は２回、29年は１回開

催をしていただいておりますが、今年は平成

30年でございます。今年はまだ１回も開催さ

れてございませんが、今年度中に開催する計

画があるのかということと、この図書ボラン

ティアの情報交換会の担当をされている係、

部署と申しますか、以前は、機構改革の前は、

社会教育課のほうで担当をされていらっしゃ

いましたが、今は機構改革となって生涯学習

課のほうが担当をされていらっしゃるんだと

思いますけれども、その辺の図書ボランティ

ア情報交換会の開催に関する引き継ぎという

のはきっちりとできていたのかどうかという

ことについてもお答えをいただきたいと思い

ます。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）まず最初に、図書ボ

ランティアの情報交換会についてですが、今

年度はまだ開催されておりません。予定は１

月ないし２月に開催を予定しています。ちな

みに、紀北教育支援事務所主催で１月19日な

んですが、伊都・那賀地方の学校図書館ボラ

ンティアネットワーク研修会というのが開催

はされます。今後、ボランティアの方々にチ

ラシの配布をさせていただきたいと思ってい

ます。 

 次に、ボランティアのまず担当の引き継ぎ

でございます。今までは、確かに社会教育課
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が担当をしてきました。機構改革に伴って生

涯学習課のほうに移管という形になります。

私たちも引き継ぎで大事にしていきたいのは、

いろんな要素からボランティアの方の存在と

いうのは大きい、いろんな角度で見ると、ど

こが引き継いでいくのがこれから発展してい

けるのかということで考えています。 

 実は、いろんな課、係のほうで考えを持っ

ていましたけども、結論として共育コミュニ

ティ係が主になって担当をしていきたいと思

っています。当然、１月の会については、共

育コミュニティ係が主催で応募というか、案

内状を配布させていただきます。ただ、将来

的には、ボランティアの方々というのは、小・

中学校に百三十数名参加していただいて、い

ろんなことに取り組んでいただいています。

この多くの人数の方々の連絡協議会のような

ものを将来的にはつくっていきたいと思って

います。 

 また、当然、学校へ行っていただいている

ということで、観点から言いますと、共育コ

ミュニティ係を中心としながら学校教育課も

そこに加わって、一緒になって協議の場を広

げていきたいと、そのように考えています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）本当にたくさんの130

名余りの方が学校図書館に入っていただいて、

ボランティアをしていただいているというこ

とでございます。やはり、そのことをしっか

りと認識していただいて、その中での情報交

換会が持つ意義というか効果というのを、教

育委員会としてしっかりと認識を持っていた

だきたいなと思うんです。お話をいろいろさ

せていただいた中では、なかなか新しい共育

コミュニティ係のほうではこの図書ボランテ

ィア情報交換会の成り立ちというか、効果、

意義、検証みたいなものの認識がなされてい

ないように感じておりますので、この質問を

まずしょっぱなに入れさせていただきました。

確かに、学校司書の担当は現在、学校教育課、

図書ボランティアは生涯学習課、そして、図

書館は単独の図書館というふうに教育委員会

の中でも三つに分かれておりますので、その

辺の連携というか、認識を一つにするという

ことは大変なのかもしれませんけれども、そ

の辺は誰がどのような形でリーダーシップを

とっていくのかということを明確にした上で、

やっぱりボランティアをされている方々がよ

り一層ボランティアに励めるようにやってい

ただきたいということと、それと、一つ間違

っていただきたくないのが、ボランティアは

あくまでもボランティアでございまして、ボ

ランティアが入っているから学校司書は必要

ないんだというような誤った認識は絶対に持

っていただきたくないということでございま

す。 

 ボランティアをされている、私もボランテ

ィアで学校図書のボランティアをしているわ

けですけれども、その人たちの思いというの

は、少しでも長く子どもたちのために学校図

書館をあけておいてあげたい。いつでも子ど

もたちが学校図書館に来られるような状況に

してあげたいという思いの中から、忙しい家

事、仕事の合間を縫って学校に来ていただい

ているわけでございますので、来ていただい

ているから学校司書は要らんやろうというふ

うなほうに走ってしまいますと本末転倒とい

うか、何のために自分たちはボランティアに

来て学校図書館をあけているのだろうという

ふうな残念な思いにもなってしまいます。 

 その辺のところは教育委員会としてはしっ

かりと把握された上で、なおかつボランティ

アのネットワークづくりに力を貸していただ

いて、より各学校のボランティアが活動をし

やすいように、そして、各学校の図書館が１

日でも開館されて、将来的には全校に学校図
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書館司書が置かれるような状況になるような

ことを、しっかりとこれから、協議会みたい

なんを立ち上げるということでございますが、

その協議会も、やっぱり音頭とりが必要です。

音頭とりはボランティアの人に任せておくわ

けにはいきませんので、そのことをしっかり

と把握されている、職員がかわってもですよ、

職員がかわったとしてもその辺のところをし

っかりと把握された上で、今後、ボランティ

ア情報交換会というのもしっかりと開催して

いってあげていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。わかっていた

だいていると思いますので、あえてご答弁は

要りません。 

 次に、続いて、②から⑤までなんですが、

これは私が充実を求める中で、学校司書を全

校に配置するという一つの結論に到達するた

めに、あれやこれや考えていろんな質問をさ

せていただいております。 

 配置状況と予算措置でございますが、先ほ

どのご答弁の中にもございましたが、平成26

年に議員立法で学校図書館法が改正されまし

た。この学校図書館の重要性というのが非常

に高まってきておりまして、そのために学校

図書館法をわざわざ改正して、学校司書を置

くように努めるものとするという、これは努

力義務なんですが、改正されました。という

ことで、それに伴って予算措置がなされてい

るわけです。 

 ちなみに、和歌山県では、平成28年４月の

資料なんですが、県の学校司書配置状況は、

恥ずかしながら、小学校では32.1％、中学校

では27％と大変低い。47都道府県あるんです

が、下から数えたほうが早いような順位にな

っておりますので、これは県自体の問題でも

ございますが、橋本市としてもやっぱりその

中でもトップを行けるように頑張っていって

ほしいなと思いますのでちょっとお知らせだ

けしておきますが、2017年、平成29年から2021

年、平成で言うと、ないんですが、33年にな

るわけですが、2021年までを期間とする第５

次の学校図書館整備等５か年計画というのが

新しく出ました。この中で、学校図書館の整

備と新聞配備費を増額するとともに、新しく

図書館法が改正されたことによりまして、学

校司書の配置を新たに計画に位置づけをされ

たところでございます。 

 学校図書館整備費なんですけれども、単年

度で第４次計画では、約200億円であったのが

220億円に増額されております。学校図書館へ

の新聞配備が単年度で約15億円だったのが約

30億円に増額されております。学校司書の配

置が単年度で約150億円だったのが220億円に

なりました。220億円と言っても、全国に配る

お金が220億円なんで、どのぐらいの単位なん

かなと言いますと、第４次計画では、まず２

校で１名の学校司書が置けるという金額だっ

たんですが、これは220億円に増額になりまし

て、1.5校に１名の配置となりました。少しだ

けですけれども、改善したわけでございます。 

 そこで、地方交付税をいただいております

ので、橋本市においても、本市における学校

図書館の図書費、それから、新聞配備の経費、

それから、学校司書費に係る普通交付税の算

定額というのを財政課のほうから少しお教え

いただけたらと思いますが、いかがでしょう

か。数字なんでゆっくり言っていただけたら

と思います。 

○議長（岡 弘悟君）財政課長。 

○財政課長（井上稔章君）承知しました。 

 ただ今の議員のおただしにお答えいたしま

す。 

 まず、平成29年度、第５次のスタート時点

だと思うんですが、におけます学校図書費の

交付税の金額でございます。こちらは基準財

政需要額と言いまして算定のもとになってお



－114－ 

ります数字が734万4,000円、本市の財政力を

加味しまして交付税の算定額といたしますと、

小学校におきまして380万円となっておりま

す。また、同じく中学校におきましては、交

付税の算定額が200万円、合わせまして580万

円が学校図書費及び新聞配備費の交付税の算

定額となっております。 

 また、学校司書に関しましてですが、こち

らは、小学校が560万円、中学校におきまして

は180万円、小学校・中学校合わせまして740

万円が交付税の算定額となっております。合

わせますと、1,320万円が本市の交付税の参入

額となっております。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。この図書の質問に関しては、私が議員に

なる前から何人もの先輩議員が図書費のこと

について質問をずっとされてこられまして、

学校図書館の整備費の交付税算定額の100％

ぐらいはせめて学校に、ほかの部分で使うの

ではなく学校の図書費として使ってやってく

ださいよということで、たしか100％使います

ということで使ってくれていたはずなんです

けれども、29年度から上がっているんですね。

上がったんだけれども、さて、じゃあ、29年

度では、決算額がわかると思うんですけれど

も、小学校では380万やけどもいくら使ってい

るのか。中学校では200万だけれどもいくら使

っているのかというのはわかりますでしょう

か。 

○議長（岡 弘悟君）財政課長。 

○財政課長（井上稔章君）29年度における決

算額でございますが、小学校の図書費及び新

聞配備費に関しましては278万1,000円でござ

います。また、中学校における学校図書の図

書費及び新聞配備費に関しましては 179万

8,000円でございます。学校司書に関する決算

額でございますが、こちらは615万4,000円と

なってございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ということで、差額

があるわけですね。100％使っていなかったわ

けですね。これは多分、教育委員会から「こ

れだけ使わせてください」というような予算

請求というのがないと、財政課としては調整

ができないかなと思うんですけれども、お答

えの中には、財政状況も鑑み、学校司書の配

置は３名を維持したというふうに書いていま

すが、たしか橋本市ではまだ新聞も、多分、

１紙もとっていらっしゃらない、予算づけさ

れていないと思うんですね。図書費も交付税

算定額の100％も使われていないということ

なんですけれども、この辺については、教育

長はどのようなお考えがあって、財政状況が

悪いから、教育よりも違うところに回しても

らおうというそういう感じで予算請求をされ

なかったのでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）交付税の100％を図書

費、または司書の費用に使っていないという

現状ですけども、交付税というのは図書費だ

けに使いなさいよという、いわゆる肩入れの

形ではございません。自分たちとしては、確

かに要求はしたいんですけれども、本年度の、

例えば、エアコンであるとか、それから大規

模改修であるとか、そういう部分で言います

と、なかなか予算要求がしにくかったという

のは現実です。 

 ただ、今後、今は司書４名ですけども、各

中学校単位に１名、少なくとも入れていきた

いと思っています。今後はもう４名、５名と

いう形で予算要求をしていきたいと思ってい

ますし、図書費につきましても増額を図って

いきたい、お願いをしたいと思っています。
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ただ、先ほどお話しさせていただきましたよ

うに、教育予算の中でかなりハード面で必要

な経費というのはありますので、そことも勘

案しながら要求を出していきたいと思ってい

るところです。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ちょっと前のはやり

言葉の、いわゆる忖度をされたということな

んでしょうかね。そのように聞こえましたけ

ども。確かに、エアコンとかは必要です、命

にかかわることですし。しかしながら、ハー

ドの面でございましてね。教育というのの中

身はやっぱりソフトの面でしっかりお金をか

けないと、本当に教育にはならないのではな

いかなと。ハードはあってしかるべき命の問

題ですから、それはもう別個のものとして置

いておくぐらいの考えでないと、橋本市の教

育はこういうふうにやっていくんだ、ここに

しっかり力をかけていくんだということを教

育委員会として、やはり財政状況を考えてい

ただくというのもいい話なんですけれども、

市民の人にとったら、やっぱりその説明責任

をきっちり果たすと、子どもたちのために投

資をするんだということであれば、きっと納

得していただけるのではないかなと思います

ので、最後の質問の中では、今後は予算措置

していきますというふうに言っていただいて

いますけれども、本来はこの29年度から予算

措置すべきものだったのではないかなという

ふうに私は考えます。上がっているわけです

からね。 

 よその自治体でも、財政状況はどこも苦し

いですけれども、やはり教育にはしっかり力

を入れていくんだという思いを持ってやって

いるところがあるわけですから、私、平成24

年に質問して、１番に学校図書館司書を入れ

てもらったというふうに自負していたんです

が、ほかの市町村を見てみますと、その24年

当時は橋本市はトップを走っていたんですが、

今、見てみますと、いろんなほかの市町村に

もどんどん遅れをとっております。ほかのと

ころはもっと学校図書館、それから公共図書

館にしっかりと力を入れていらっしゃる和歌

山県内の自治体もございますので、非常に残

念だなと、トップを走り続けたかったなとい

うふうに思うのが今の真実でございます。 

 それでは、次に、位置づけと連携について

なんですが、今現在３名の学校司書がいらっ

しゃって、その中で交替でブッキー号に乗車

をしていただいているということでございま

すが、ブッキー号は各小学校を回って、いろ

んな本の貸し出し業務、団体貸し出しの準備

等をやっていらっしゃるんですけれども、や

はり学校司書というのはその学校にいてて、

学校図書館をあける、子どもたちがいつでも

学校図書館に来られるような状況にする。で、

「こういう本があるよ」、「調べ学習するん

だったらこうだよ」というような一人ひとり

に寄り添った形で図書館におるというのが本

来の形であるかなと思うんですけれども、ブ

ッキー号に乗車を１名、ただでさえ少ない人

員の中でブッキー号に乗車をさせているとい

う意図というか、その効果というのはどのよ

うなものがあるんでしょうかね。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）司書の方３名のうち、

この方々は週５日勤務です。ブッキー号は週

３回、学校、公民館、園、それから福祉施設

等を回っています。そこに月４回、勤務日の

週５日のうちの月４回を図書館司書が入って

一緒に回っていると。これは図書館と司書と

の連携をまず深めたいという意図がありまし

た、一つは。学校図書館ではなくて、図書館

と司書との連携を深めて図書館の手法をやは

り学校へも、それから、先ほどお話しさせて

いただいた公民館や園や福祉施設にその手法
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を持っていってほしいという願いでブッキー

号乗車をお願いしているところです。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）もう１年ぐらい乗車

されていますので、そろそろ連携はとれて顔

もわかっていただいていると思いますので、

もう学校のほうにきっちり戻されたほうがい

いのではないかなというふうに考えます。 

 それから、位置づけと連携についてなんで

すけれども、校長会で学校司書としての派遣

の周知をしていると。小学校では２日から３

日、中学校では１日から２日勤務をしている

ということでございますけれども、これでは

本当になかなか本来、学校司書に求められて

いる作業はできないというふうに答弁の中に

もございましたので、理解はしていただいて

いると思うんすけれども、本来学校司書はそ

の学校の一職員として、さまざまな会議など

に出席をして、少なくとも職員会議ですね、

職朝というようなものに出席をして、その学

校が今置かれている状況であるとか問題点で

あるとか、そういうなんを把握した上で各担

任の先生のサポートのような形の中で授業の

補助もしていくというようなのが本来の学校

の司書の果たす役割の一つであるというふう

に考えているんですけれども、残念ながら、

今の学校司書は勤務時間がたしか９時15分ぐ

らいからなので、学校の職朝とか、それから

会議等には参加していない状況が現実でござ

います。 

 職員室にも恐らく、図書館にいるわけです

から、職員室に席がないというのもわかるん

ですけれども、なかなか校長会では周知され

ているものの、学校図書室に来ている方が図

書館司書の資格を持っているということをご

存じでない教職員の先生方もいらっしゃると

いうふうにお聞きをしておりますので、その

辺のところをもう少し周知徹底していただく

ということと、授業のサポートもできるんだ

よということをもう少し学校の中で、司書の

役割の重要性というのを認識を一つにしてい

ただきたいなというふうに考えております。

学校ごとにいろんな考え方があるというふう

にお答えだったと思いますけれども、それは

やっぱり教育委員会として３名の司書を雇っ

ているわけですから、なぜこの学校図書館司

書を雇っているのかという認識をやっぱり一

つにしておくべきだと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 何回も言うようですけれども、子どもの学

力と、教育長も「よくもう耳にたこができる

ほどわかるよ、土井さん」と言われそうです

が、子どもの学力と読書関係というのはすご

い深いものを持っていますよね。根底にある

ものですからね。 

 だから、イギリスの調査なんですけれども、

楽しいから読書するというような本好きな子

どもたちは、そうでない子よりも知能の発達

とか語彙力、スペリング力、数学の能力もす

ぐれているという研究が出ているわけですね。

数学というと計算だけだと思いがちですけれ

ども、やっぱり問題を読んで把握する力がな

いと、数学も理科も解けませんので、やっぱ

り小学校のときからの継続した読書習慣とい

うのが大変大事になってくると思いますから、

それが大きくなってからの学力に関係すると

いうことでございます。 

 文部科学省の調査でも、28年度の全国学力

テストでも、読書好きと答えた子どもほど、

国語と算数のテストの得点が高いということ

がわかっておりますので、いくら学校図書館

をきれいにして蔵書数を増やしたとしても、

単に学校の図書館が開いていない、それから、

本が並べてあるだけでは学力向上にはつなが

りません。ある本、教材を子どもたちが一人

で上手に使えるようになるようにするには、
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大人の力というか、手助けをする大人、教師

の力が必要でございますので、しっかりと学

校図書司書と先生、学校、司書教諭の連携を

とっていただきながらやってほしいというこ

となんです。 

 中学校区に１名の計画でこれから進めてま

いりますということでございましたけれども、

財政状況を鑑みというふうに言っていただい

ていたと思いますが、そういうことを言って

いる場合じゃないと思うんですよ。何に橋本

市はお金をつけていくのかということを、一

律みんなで我慢しようよというのではなくて、

「いやいや、今、これが大事やから、ここが

大事やから、ここにしっかりとお金をつけて

いくんだ」というそういう姿勢が大事だと思

いますので、学校の図書館を充実させるとい

うことこそが子どもたちの確かな学力と生き

る力を生む場所でございますので、その辺の

ところを大体どのぐらいをめどに、中学校区

に１名の計画でやっていかれるのか。 

 先ほど財政課長が言っていた金額でいきま

すと、大体、まだ使われていないお金の合計

金額が246万円ほどございますよね。200万円

あったら、１人は確実に学校司書は雇えます。

職員の適正化計画というのがありますけれど

も、債権回収室ですか、今度なくなるんかな。

そのときに職員がちょっとカットされるとい

うようなこともお聞きしてございますので、

その辺のところをまたつぎ込んで、司書を入

れようかというようなこともできると思いま

すし、やっぱり、教育長、強い思いを持たな

いとこれは実現できません。強い思いを持っ

ていただきたい。お答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）司書については私も

強い思いを持っております。頑張っていただ

いていると思いますし、先ほど主体的、対話

的、深い学びというお話もありました。これ

から子どもたちが生きていく社会というのは、

10番議員にもお話しさせていただいたように、

予測不能な、本当に変化の激しい社会を生き

ていくということになります。知識・技能の

習得、それから、表現力・思考力・想像力・

判断力の育成、そして、学びに向かう力であ

るとか、人間性の涵養というのは、やはり読

書を通じて養われるものであって、これは未

来に向かっても大変大事なものであると、こ

のように認識しております。 

 よって、今年度は３名という形での予算要

求をさせていただきましたけども、１名増員

という形での予算要求をさせていただくと考

えています。ただ、５名までは何年内にとい

うそういう明確な、５名までは私はちょっと

この場ではお答えを控えさせていただいて、

まずは４名ということで予算要求をしていき

たいと思っています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。１名は必ずしていただいて、もうあと一

頑張りして５名配置できるように頑張ってく

ださい。 

 そうなりますと、今、各小学校のデータベ

ース化が進んでいるわけですね。なかなか財

政状況が厳しいのも私もわかっておりますか

ら、図書費を全部で割り振って使うというん

じゃなくて、各校のデータベース化が進んで

いると、その中学校区に１人の学校司書が配

置されたら、各学校での本の共有というのが

できると思うんですけれども、そちらのほう

も視野に入れて進めていただきたいと思うん

ですが、その辺のところはいかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）学校間の図書館のネ

ットワークというご質問だと思います。私た

ちもいろいろ考えてみました。実際、学校現
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場からの要求は今のところありません。いろ

いろ要求を聞かせていただいて、それに沿っ

た形で取り組んでいきたいと思っています。 

 ただ、前にもお答えさせていただいたと思

うんですけども、６番議員のご質問やったと

思います。ネットワークをつくることによっ

て、かえって各学校が混乱するんではないか、

図書の蔵書の混乱が起こるんではないかとい

う懸念もございます。各学校そのものの蔵書

を充実させていくということも必要かなと。

ネットワークはしたけれども、果たして本当

に利用できるんかどうか、利用するのかどう

かというそこのところまで踏み込んで、一度

検討させていただきたいと思っています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）検討していただいた

らと思います。なかなか学校現場からの要求

は上がってこないでしょう。できひんと思っ

ていますからね。できるんやったら言おうか

なというところかなと思います。 

 ６番です。子ども読書推進会議の開催なん

ですが、年度内に２回開催を今までされてい

ましたが、今年度はまだ未開催でございます。

していただけるのではないかなと思っておる

んですけれども、ここも、以前は社会教育課

が担当して開催しておられましたが、本年か

らは図書館の館長が事務局となって、主とな

って担当しているということでございますが、

いろいろ調べてみますと、こども課であると

か、公民館、児童館、図書館、学校教育課、

社会教育課などの各課にまたがる取り組みで

あるとか、その成果をまとめ課題などを取り

まとめての会議をした中でこの会議を持たれ

ているわけですが、図書館長は嘱託職員です

ね。その中でやっぱり一嘱託職員の図書館長

にそのような重要な性質のものをやっていた

だいてよいものなのかどうかという認識は、

教育長、ありますか。できますというのか。

いかがなものかなと私は思うんですけど、い

かがですか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）図書館長、嘱託の職

員という形で図書館長をやっていただいてい

ます。ただ、読書活動については、有識者で

あり、また読書活動に向けて取り組みも、図

書館、さまざまな取り組みをしていただいて

います。そのリーダーシップもよくとってい

ただいていますので、私自身は図書館長が招

集することに問題はないと、このように思っ

ています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）私は、これは本来は

職員がするべきものやと思っています。嘱託

職員ですので、今は大変力のある図書館長が

お見えになっておられますけれども、どんな

形になるかわかりませんから、各課にまたが

って膨大な資料づくりであるとか、課にもや

っぱり指導を、その会議の後、していってい

ただかないといけないわけでしょう、子ども

の読書活動の推進に関すること。それが正職

員ではなく、正職員で図書館長を置いてくれ

るんやったら問題ないですよ。図書館がやれ

ばいいですけれどもね。今は嘱託でしょう。

更新するかせえへんかもわからへん中でそう

いうのを担えるのかなというのが疑問に思い

ますので、その辺のところをもう一回考えて

いただけたらなと思います。 

 もう一点だけです。年度内に２回開催され

ているということでございましたが、今年度

はまだ未開催ですが、開催の予定はございま

すか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）委員の委嘱が終わり

まして、第１回目、１月22日に開催を予定し

ています。２回目につきましては３月中旬を

予定しております。 
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○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）よろしくお願いいた

します。 

 それでは、公共図書館のほうですが、①の

正職員の配置に関してですが、図書館は合併

時の三本柱の一つ、その中でも一番市民の

方々の要望が高かった施設が図書館の建設で

ございました。しかしながら、残念ながら、

新図書館の建設というのは、合併特例債もほ

ぼ使い果たす中で、いまだ実現はしておりま

せんし、けれども、今ある教育文化会館のワ

ンフロア全てを図書館にしていただいて、以

前よりは大分充実して、また市民の方々から

も職員のサービスも大分よくなって内容も充

実して、いろんな取り組みを活発にしていた

だいているよというようなお声もよく聞かせ

ていただいております。職員は本当によく頑

張っていただいておりますし、優秀な職員が

たくさんいらっしゃるというふうに私は認識

しておりますが、やはり合併時の中で一番市

民要望の高かった図書館でございますので、

その図書館に誰一人も正規職員がいないとい

うことは問題なのではないかなと思うんです

が、その辺のところ、教育長はいかがお考え

でしょうか。ちょっと５分しかないんで、す

いません、よろしくお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）現在、嘱託４名、そ

れから臨時２名、非常勤で３名という形で、

また、夏休み７月から９月は２名という形で、

確かに正規職員はいません。ただ、図書館そ

のものの運営につきましては、確かに正規職

員というのは必要な部分もあるとは思います

けども、現状で見ますと、このスタッフ、非

常に先ほど議員おっしゃっていただいたとお

り、よく頑張っていただいていると思います。

橋本市の図書館としていろんな取り組みをし

ていただいている。まさにこの取り組みに対

して私自身は感謝していますし、取り組みの

環境づくりをより一層進めていきたいなと思

っています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）嘱託職員のご努力に

よって橋本市の図書館は何とかもっていると

いうことなんですけれども、やっぱり、壇上

でもお話しさせていただきましたけども、図

書館を見たら、橋本市の文化の度合いがわか

るんやというふうに言われているのが図書館

なんでね。その図書館に館長も、誰一人も正

職員がいないんやということは、やはりよそ

の市町村から見れば、何なんだろうと。橋本

市ってあまり図書館とかには力を入れていな

いんかなというふうに考えてしまわれる場合

もあるかもしれません、知の拠点と言われて

いるところですのでね。その辺、厳しいとは

思いますけれども、また今後の検討課題とい

うことで何とかしていただけたらなと思いま

すが、最後に、３番の議事録の公開について

ですが、議事録の公開はしますということで

ございましたが、議事録というのは会議の後

での議事録でございますので、この協議会が

何月何日に開かれますよというようなお知ら

せを広く市民の人にしていただくようには、

やっぱりホームぺージのほうで、会議の日程

のお知らせをしていただきたいのですが、そ

の辺について、最後、お答えしていただきた

いと思います。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）図書館協議会の会議

の案内という形で受けとめさせていただいて

います。そうさせていただきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）２番が抜けていまし

た。２番の図書館協議会の運営についてです

けれども、任命する方は関心の深い方を任命

してほしいというようなお声もございますけ
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れども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）有識者、その他いろ

んな方10名以内の方ですけども集まっていた

だいています。そういうふうな形で、読書に

関心の深い、そして見識の深い方を選ばせて

いただきたいと思っています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）しつこくいろいろ、

いろんな形で食い下がりましたけれども、本

当に学校図書館の充実は子どもたちのこれか

ら、未来を担う子どもたちへの先行投資とい

うふうに私は考えておりますので、財政がど

うのこうのということよりも、どんだけ子ど

もたちの学力をつけるかということが、これ

から先の橋本市にきっと役立つと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いをしたいと

思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後２時15分まで休憩いたします。 

（午後１時59分 休憩） 

        

 


